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コーポレートガバナンスの適正の確保と更なる強化に向けて、社外取締役の独立性に留意して

いく観点から「社外取締役の独立性に関する基準」を以下のとおり定める。 

当社において、独立性を有する社外取締役とは、本基準の各項目のいずれにも該当しない者と

する。 

 

１．当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者（過去１０年以内にそうであった者を含む）。

ただし、過去１０年以内において非業務執行取締役等であった場合は、その就任の前１０年以

内において業務執行者となったことがある者を含む。 

 

 

２．当社または当社の子会社の主要な取引先の業務執行者（過去５年以内にそうであった者を含

む）。 

※主要な取引先とは、直近３事業年度のいずれかにおいて、連結売上高（当社においては連

結保険料等収入）に対する取引の金額が、双方いずれかにおいて２％以上である会社をい

う。 

 

３．現在、当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等である者（直近３年間

において、当該社員として当社または当社の子会社の監査業務を行ったことがある者を含

む）。  

 

４．本人または所属する団体が、当社または当社の子会社から多額の金銭その他の財産上の利

益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはその他のコンサルタント。 

※多額の金銭その他の財産上の利益とは、直近３事業年度の平均で年額１０００万円（社外役

員としての報酬を除く）を超えるものをいう。 

 

５. 以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族。 

・当社の役職員 

・上記２～４のいずれかに該当する者 

 

 

 


